
「
経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」（
以
下
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
）
の
第
４
項
『
経
営
者
保
証
に

依
存
し
な
い
融
資
の
一
層
の
促
進
』
で

は
、
主
た
る
債
務
者
お
よ
び
保
証
人
に

対
し
て
、
経
営
者
保
証
を
提
供
す
る
こ

と
な
し
に
資
金
調
達
を
希
望
す
る
場
合

に
は
、
以
下
の
状
況
で
あ
る
こ
と
を
求

め
て
い
る
。

法
人
と
個
人
の
一
体
性
の
解
消
を

�
法
人
と
経
営
者
と
の
関
係
の
明
確
な

区
分
・
分
離

法
人
の
業
務
、
経
理
、
資
産
所
有
な

ど
に
関
し
、
経
営
者
と
の
関
係
を
明
確

に
区
分
・
分
離
し
、
法
人
と
経
営
者
間

の
資
金
の
や
り
と
り
を
社
会
通
念
上
適

切
な
範
囲
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
体

制
整
備
な
ど
の
運
用
を
通
し
、
法
人
と

個
人
の
一
体
性
の
解
消
に
努
め
る
。

�
財
務
基
盤
の
強
化

財
務
状
況
お
よ
び
経
営
成
績
の
改
善

を
通
じ
た
返
済
能
力
の
向
上
な
ど
に
よ

り
、
信
用
力
を
強
化
す
る
。

�
財
務
状
況
の
正
確
な
把
握
、
適
時
適

切
な
情
報
開
示
等
に
よ
る
経
営
の
透
明

性
確
保

資
産
負
債
の
状
況
、
事
業
計
画
や
業

績
見
通
し
、
お
よ
び
そ
の
進
捗
状
況
な

ど
に
関
す
る
対
象
債
権
者
か
ら
の
情
報

開
示
の
要
請
に
対
し
て
、
正
確
か
つ
丁

寧
に
信
頼
性
の
高
い
情
報
を
開
示
・
説

明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
営
の
透
明
性

を
確
保
す
る
。

経
営
状
況
に
不
安
が
あ
る
先
に
対
し

て
も
、
３
項
目
に
つ
い
て
厳
格
に
チ
ェ

ッ
ク
し
、
保
証
契
約
の
見
直
し
を
検
討

す
る
こ
と
が
重
要
。
外
部
専
門
家
（
公

認
会
計
士
、
税
理
士
等
）
と
連
携
し
、

開
示
情
報
の
検
証
を
行
う
こ
と
も
不
可

欠
だ
。
事
業
計
画
、
業
績
見
通
し
な
ど

に
変
動
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か

に
現
状
把
握
・
課
題
抽
出
し
、
改
善
に

向
け
て
対
応
を
進
め
て
い
く
。

本
ケ
ー
ス
の
よ
う
な
質
問
に
は
、

経
営
改
善
の
実
現
が
前
提
で
あ

る
旨
を
丁
寧
に
説
明
す
る
。
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
よ
れ
ば
、
経
営
改
善
が
図
ら
れ

た
こ
と
等
に
よ
り
、
主
た
る
債
務
者
お

よ
び
保
証
人
か
ら
保
証
契
約
の
解
除
等

の
申
入
れ
が
あ
っ
た
場
合
は
、
改
め
て

経
営
者
保
証
の
必
要
性
に
つ
い
て
真
摯

か
つ
柔
軟
に
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、

そ
の
検
討
結
果
に
つ
い
て
主
た
る
債
務

者
お
よ
び
保
証
人
に
対
し
て
丁
寧
か
つ

具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。こ

れ
を
考
慮
す
れ
ば
、
金
融
機
関
と

し
て
は
、
停
止
条
件
ま
た
は
解
除
条
件

付
保
証
契
約
、
Ａ
Ｂ
Ｌ
、
金
利
の
一
定

の
上
乗
せ
な
ど
の
経
営
者
保
証
の
機
能

を
代
替
す
る
融
資
手
法
の
メ
ニ
ュ
ー
の

充
実
を
図
る
こ
と
が
必
要
だ
。

Ａ
Ｂ
Ｌ
等
の
融
資
手
法
も
検
討

ま
た
、
法
人
・
個
人
の
一
体
性
の
解

消
な
ど
が
図
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は

図
ろ
う
と
し
て
い
る
主
た
る
債
務
者
が

資
金
調
達
を
要
請
し
た
場
合
に
、
以
下

に
挙
げ
る
基
本
的
な
要
件
が
将
来
に
わ

た
っ
て
充
足
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

と
き
は
、
主
た
る
債
務
者
の
経
営
状
況

や
資
金
使
途
、
回
収
可
能
性
な
ど
を
総

合
的
に
判
断
す
る
と
と
も
に
、
経
営
者

保
証
を
求
め
な
い
可
能
性
や
、
停
止
条

件
ま
た
は
解
除
条
件
付
保
証
契
約
、
Ａ

Ｂ
Ｌ
等
の
代
替
的
な
融
資
手
法
を
活
用

す
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

基
本
的
な
要
件
と
は
、
○ア
法
人
と
経

営
者
個
人
の
資
産
・
経
理
が
明
確
に
分

離
さ
れ
て
い
る
、
○イ
法
人
と
経
営
者
の

間
の
資
金
の
や
り
と
り
が
社
会
通
念
上

適
切
な
範
囲
を
超
え
な
い
、
○ウ
法
人
の

み
の
資
産
・
収
益
力
で
借
入
返
済
が
可

能
と
判
断
し
得
る
、
○エ
法
人
か
ら
適
時

適
切
に
財
務
情
報
な
ど
が
提
供
さ
れ
て

い
る
、
○オ
経
営
者
な
ど
か
ら
十
分
な
物

的
担
保
の
提
供
が
あ
る
、
で
あ
る
。

経
営
改
善
計
画
に
つ
い
て
主
た
る

債
務
者
等
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行

い
、
計
画
の
進
捗
状
況
を
把
握
す
る
こ

と
が
不
可
欠
と
な
る
。
以
下
に
そ
の
ポ

イ
ン
ト
を
挙
げ
る
。

�
計
画
（
予
想
）
売
上
高
の
達
成
度

売
上
高
に
関
す
る
算
出
根
拠
を
再
確

認
す
る
。
○ア
取
扱
い
製
品
の
シ
ェ
ア
は

ど
の
く
ら
い
か
、
○イ
既
存
製
品
ニ
ー
ズ

は
ど
の
程
度
あ
る
か
、
○ウ
新
製
品
、
開

発
製
品
ニ
ー
ズ
は
ど
の
程
度
見
込
め
る

か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
。

リ
ス
ト
ラ
計
画
の
根
拠
を
確
認

�
リ
ス
ト
ラ
計
画
の
妥
当
性

人
件
費
の
削
減
だ
け
で
な
く
、
生
産

内
容
、
設
備
内
容
、
仕
入
状
況
な
ど
幅

広
く
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
が
重
要
。

リ
ス
ト
ラ
計
画
の
良
否
は
財
務
内
容
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
で
、
こ
れ
ら

の
根
拠
を
確
認
す
る
。
○ア
人
件
費
の
削

減
は
妥
当
か
、
○イ
人
件
費
の
削
減
に
よ

り
販
売
力
に
影
響
は
あ
る
か
、
○ウ
生
産

ラ
イ
ン
の
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
に
妥
当
性
は

あ
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
。

�
収
益
性

収
支
環
境
の
分
析
も
重
要
だ
。
○ア
赤

字
製
品
は
な
い
か
、
○イ
特
定
の
取
引
先

の
収
支
内
容
は
ど
う
か
、
○ウ
利
益
が
減

少
傾
向
に
あ
る
製
品
は
な
い
か
を
チ
ェ

ッ
ク
し
よ
う
。

�
資
金
調
達
面

資
金
調
達
の
方
法
・
内
容
を
確
認

し
、
改
善
計
画
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
む

か
、
他
の
金
融
機
関
か
ら
協
力
が
得
ら

れ
る
か
を
確
認
。
○ア
ど
こ
の
金
融
機
関

か
ら
資
金
調
達
を
す
る
か
、
○イ
資
金
調

達
の
方
法
（
担
保
・
保
証
等
）
は
何

か
、
○ウ
金
融
機
関
以
外
か
ら
の
資
金
調

達
は
あ
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
。

前
項
ま
で
に
見
て
き
た
ポ
イ
ン
ト
か

ら
経
営
者
保
証
徴
求
の
適
否
を
検
討

し
、
保
全
面
な
ど
か
ら
徴
求
が
必
要
な

ら
ば
申
し
出
る
こ
と
に
な
る
。

経
営
状
況
に
不
安
の
あ
る

先
か
ら
保
証
契
約
の

見
直
し
を
求
め
ら
れ
た

Q1

経
営
改
善
中
の
先
か
ら

「
ど
う
す
れ
ば
経
営
者
保
証
を

外
せ
る
の
か
」と
聞
か
れ
た

Q2

担当者が直面しやすい疑問を解消！

経営者保証取扱い時の
こんなときどうする�
杉本光生
中小企業診断士

ここでは、経営者保証に関するガイドラ

インに基づく対応を行っていく中で、担当

者が直面する疑問や悩みを挙げ、対応のポ

イントや留意点について解説する。

現
時
点
で
は
経
営
者
保
証
を

徴
求
し
て
い
な
い
が

経
営
改
善
が
進
ん
で
い
な
い

Q3
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新ガイドライン適用開始！
変わる経営者保証と融資対応
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